
 
 
 
 
令和６・７年度の保険料軽減対策は、令和４・５年度に引き続き、さらに２年間

の実施をすることになった。この軽減対策に必要な経費は、都内全区市町村の負担

金（一般財源）によって支弁するため、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更

が必要となった。 

 

１ 変更内容 

規約の附則第５項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度分及

び令和７年度分」に、「令和４年４月１日現在」を「令和６年４月１日現在」

に改める。 
 

◎関係区市町村の一般財源から保険料の軽減のために負担を求める経費 

項  目 負担割合  
審査支払手数料相当額 １００％  

財政安定化基金拠出金相当額 １００％  

保険料未収金補塡分相当額 １００％  

保険料所得割額減額分相当額 １００％  

葬祭費相当額 １００％  
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※軽減措置後の保険料経費 

財政安定化基金交付金 ※追加抑制策 

保険料所得割額減額分 ※都独自軽減策（一般財源） 

審査支払手数料  

 

※特別対策（一般財源） 
財政安定化基金拠出金 

保険料未収金補塡分 

葬祭費 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 
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４ 令和６・７年度の保険料率について 

  均等割額 47,300 円   前期比 900 円 1.9％増 

  所得割率 9.67％   前期比 0.18 ポイント 1.9％増 

    賦課限度額 800,000 円    平均保険料額 112,535 円 

 

 令和６年度については所得割率と賦課限度額に対し激変緩和措置が実施される。 

  ６年度所得割率 旧ただし書き所得 58 万円以下   8.78％  

 前期比 -0.71 ポイント 7.5％減 

賦課限度額 730,000 円    平均保険料額 110,156 円  

 

   

 

５ 一般財源の概要 

（１）東京都独自軽減策  

① 保険料所得割額減額分 

低所得者対策の「所得割額」減額（東京都広域連合の独自分：50％・25％

減額）の財源は、各区市町村の一般財源を投入するものとされている。 

 

（２）特別対策（４項目） 

① 審査支払手数料 

診療報酬の審査支払手数料。 

 

② 財政安定化基金拠出金 

各区市町村の療養給付費に係る財源不足等に対し、貸付等を行うための基金。

国、東京都、広域連合（各団体）それぞれが、拠出金総額の１／３を負担する。 

令和６、７年度については必要な基金残高に達しているため拠出はしない。 

 

③ 保険料未収金補塡分 

保険料収納率が 100％を下回る場合は、その不足分を各区市町村が補塡する。 

 

④ 葬祭費 

被保険者が亡くなり、葬祭を行う者に支給する。広域連合からの支給額（５

万円）の葬祭費の財源は、特別対策により各区市町村の一般財源を投入して

いる。 

（※区では、さらに一般財源より２万円を上乗せし、７万円を支給） 
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